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　4月28日、東京・代々木公園で第89回
メーデー中央大会が開催されました。「働く
者のための働き方改革をすすめ、すべての
仲間と結集しよう！」をスローガンに、約
40,000名の働く仲間が集まり、生保労連
からも約600名が参加しました。
　冒頭、連合・神津会長は「一人ひとりの働
く仲間が主役となって暮らしの底上げに向
けた運動を進めよう」と参加者に呼びかけま
した。

　本年のメーデーは初めてステージが会場中央に設置されました。また、メーデーのス
ローガンが記載されたリーフレットを掲げ、メーデーの趣旨を参加者全員で共有しました。
　式典の最後には、「真に働く者のための『働き方改革』を実現し、誰もが健やかで安心し
て働き続けられる社会を今こそ創ろう！」と呼びかけるメーデー宣言を、満場の拍手によっ
て確認しました。

●メーデーの始まり
　1886年5月1日に米国の労働者が8時間労働制を求めてゼネス
トに起ち上がったのを起源とします。当時、米国の労働者は低賃金
と長時間労働に苦しめられ、労働時間の短縮は切実な要求でした。
第1回国際メーデーは1890年に開催され、日本では1920年5月
2日（日）に第1回メーデーが開催されました。
※連合は、5月1日を祝日にするよう求めています。

働く者のための働き方改革をすすめ、すべての仲間と結集しよう！
第89回メーデー中央大会に参加

▲参加組合員のみなさん

▲リーフレットを掲げる参加者
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　全組合が取り組む「長時間労働の是正に向けた労働時間の実態把握の強化」では、多くの組合
で労使による課題意識の共有がはかられ、「労働時間管理の強化に向けたPCログ取得の導入」
など具体的な改善策が引き出されています。

　「賃金改善」では、月例給与における全層一律の引上げや、臨時給与
における規定上の引上げなど、「年間総収入の向上」に資する回答が
引き出されています。また、パート・契約社員や60歳以降の就労者等
においても、同様に臨時給与における増額などの回答が引き出されて
います。

最終局面を迎える！統一闘争

　「営業支援策の充実」では、主力商品や転換契約に対する特別加算、各種取扱い基準の緩和、
営業活動の効率化など、また「賃金改善」では、第3分野商品の成績加算や件数評価の向上など、
営業職員の収入の向上につながる幅広い回答が引き出されています。

次号（8月号）では、2018春闘の取組み成果についてさらに詳しく
紹介する予定です！

▲中央執行委員会で取組み成果を共有（5/8）

総合生活改善闘争（2018春闘の取組み）　

　2018春闘は、多くの組合で要求趣旨に沿った回答が引き出され、5月25日現在で16組合が収束しています。
　生保労連は、全組合の収束に向けて、最後まで粘り強く取組みを推進していきます。

営業職員関係 内勤職員関係

統一共闘課題

　連合は、6月を「男女平等月間」と定
め、構成組織と一体となって男女平等参
画社会の実現に向けた取組みを推進す
ることとしています。

　男女共同参画ってなに？
　男女共同参画とは、「男女がお互いを
尊重し、一人ひとりが尊厳をもって生き
ること」「責任の分かち合いを通じて、性
別に関わりなく、個性と能力を発揮する
こと」です。

　男女共同参画をめぐる動き
● 女性の就業率は上昇を続け、働く女性
は増えています。一方で、長時間労働等を背景に、未だに結婚・出産を機に退職する
女性が半分もいるなど、女性が働き続けるための課題は山積しています。
● そのような中で、2016年4月に女性活躍推進法が施行されるなど、国も男女共同
参画の実現に向けた取組みを進めています。

● しかし、国際的に見ると、2017年10月に発表されたGGI（ジェンダー・ギャップ
指数＝経済・教育・政治・健康の4分野における男女間格差を指数化したもの）では、
日本は144カ国中114位と、日本の男女共同参画の実現はまだ道半ばです。

　生保労連の取組み
　 生保労連では、「『男女共同参画』の実現に向けた中期取組み方針」に沿って各組合
とともに取組みを推進しています。
　その一環として、男女平等月間に合わせて男女共同参画セミナーや金融他産別との
女性組合員交流会の開催を予定しています。
　ぜひこの機会に男女共同参画について考え、実現に向けた取組みを進めていきま
しょう。

～男女共同参画社会の実現に向けて～男女共同参画について考えよう！
6月は連合・男女平等月間

▶なぜ６月が男女共同参画に関する月間なの？
　「男女雇用機会均等法」や「男女共同参画社会基本法」の制定日が6月であること
にちなんで、厚生労働省や内閣府では6月を男女共同参画への理解を深める月とし
ています。
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